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概要版

令和6年3月

○令和４年に改正された植物防疫法（令和５年４月１日施行）に基づき、国が示す基本計画を
踏まえ、県が令和５年度末までに総合防除計画を定めることとされたことから、新たに鳥取県
病害虫総合防除計画を策定しました。
○改正植物防疫法に基づき、気候変動や人、モノの移動の増加を背景とした新たなリスクへの
対応のため、緊急対応時における防除の実施体制を定めたほか、令和５年３月に公表した「鳥
取県みどりの食料システム基本計画」で掲げられた化学農薬使用量の低減に向け、化学農薬に
頼りすぎない、総合的な病害虫管理体系の確立と普及の推進を目指しています

○本県の実情に合わせた、１０８種の病害虫の総合防除技術の提示（うち、「植物防疫法施行
規則第４０条」により国によって定められている指定病害虫は６７種）
○改正植物防疫法に基づく緊急対応時における防除の実施体制

本県計画の主な内容

参考：改正植物防疫法について


